
 

 

建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要 

 

平成２０年８月 

国 土 交 通 省 

 

１．背景 

 

建築士法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第１１４号）が平成１８年１２月に公布

されたことに伴い、建築士法施行規則（昭和２５年建設省令第３８号）及び建築基準法施行規

則（昭和２５年建設省令第４０号）を以下のとおり改正することを予定しております。 

 

 

２．概要 

 

【建築士法施行規則の一部改正】 

（１）免許の申請 

 ○携帯型免許証の導入に伴い、免許の申請、登録事項の変更の申請、書換え交付の申請及び

再交付の申請を行う場合に、本人の写真を添付することとする。 

 

（２）建築士名簿の登録事項 

 ○国土交通大臣又は中央指定登録機関は、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の

交付を行った場合又は返納を受けた場合には当該構造設計一級建築士証又は設備設計一級

建築士証に係る事項を、登録講習機関から講習の実施に係る報告書の提出を受けた場合に

は講習の受講に係る事項を名簿に記載することとする。 

 

（３）名簿の閲覧 

 ○国土交通大臣又は中央指定登録機関は、一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登 

  録簿閲覧所を設けるとともに、閲覧規則を定め、告示又は公示することとする。 

 

（４）構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証 

 ○構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付・再交付の手続き及び返納につい

て規定を設ける。 

 

（５）学科試験の免除 

 ○一級建築士試験の学科試験に合格した者について、学科試験に合格した一級建築士試験に

引き続いて行われる一級建築士試験において学科試験が免除される回数を、１回から２回

に変更する。 

 

（６）構造設計図書・設備設計図書 

○建築士法（以下「士法」という。）第２条第６項の国土交通省令で定める建築物の構造に

関する設計図書は、以下に掲げる図書とする。 



 

 

  ・建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号表２の第（一）項（い）欄上段に掲げる建

築物ごとに当該各項の（ろ）欄に掲げる図書及び同条第４項第１号表１（い）欄に掲げ

る建築設備ごとに当該各項の（ろ）欄に掲げる図書（いずれも構造関係規定に係るもの

に限る。） 

  ・建築基準法（以下「基準法」という。）第２０条第１号の認定を受けたものとする構造方

法を用いる建築物にあっては、建築基準法施行規則第１０条の５の２１第１項各号に掲

げる図書 

・建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号表３の各項の（い）欄上段に掲げる建築物

にあっては、当該各項の（ろ）欄に掲げる構造計算書 

・建築基準法施行令第８１条第２項第１号イ若しくはロ又は同項第２号イに規定する国土

交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた建築物にあっては、建

築基準法施行規則第１条の３第１項第１号表３の各項の（ろ）欄に掲げる構造計算書に

準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの 

○士法第２条第６項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基

準法施行規則第１条の３第４項表１の各項の（い）欄に掲げる建築設備ごとに当該各項の

（ろ）欄に掲げる図書（設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。）とする。 

 

（７）構造設計一級建築士・設備設計一級建築士による法適合確認 

○士法第２０条の２第２項の規定による構造設計一級建築士による法適合確認は、以下に掲

げる図書の審査により行うものとする。 

  ・建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号表１各項に掲げる図書 

・構造設計図書 

・基準法第２０条第２号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確

かめた場合にあっては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算

を行うときに電子計算機（入出力装置含む。）に入力した構造設計の条件並びに構造計

算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等 

  ・建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号表４の各項の（ろ）欄に掲げる書類（構造

関係規定に係るものに限る。） 

○士法第２０条の２第２項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認

は、上記に掲げる図書のうち変更に係る部分の図書の審査により行うものとする。 

○士法第２０条の３第２項の規定による設備設計一級建築士による法適合確認は、以下に掲

げる図書の審査により行うものとする。 

  ・建築基準法施行規則第２条の２第１項の表に掲げる図書 

  ・設備設計図書 

  ・建築基準法施行規則第１条の３第４項表２の各項の（い）欄に掲げる建築設備ごとに当

該各項の（ろ）欄に掲げる図書（設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。） 

○士法第２０条の３第２項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認

は、上記に掲げる図書のうち変更に係る部分の図書の審査により行うものとする。 

 

（８）重要事項説明 

 ○士法第２４条の７に定めるもののほか、重要事項説明を行う項目は以下の通りとする。 



 

 

  ・建築士事務所の名称及び所在地 

  ・建築士事務所の開設者の氏名及び法人にあっては代表者の氏名 

  ・設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要 

  ・設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る設計又は工事監理

の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所 

  ・業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名 

 

（９）その他 

○建築士事務所の登録及び更新の登録の申請時に添付する書類について、建築士事務所に属

する建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨も記載す

ることとするとともに、管理建築士について、管理建築士の講習の修了証の写しを添付す

ることとする。 

 ○設計等の業務に関する報告書に、当該建築士事務所に所属する建築士の定期講習の受講履

歴及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載

することとする。 

 ○建築士事務所において閲覧に供される書類について、建築士事務所に属する建築士の定期

講習の受講履歴及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合には

その旨を記載することとする。 

 ○建築士法等の一部を改正する法律による改正に伴い必要となる様式の修正及び規定の整備

等を行う。 

 ○施行日時点で現行様式の一級建築士免許証を有する者について、新様式の一級建築士免許

証の交付を申請することができることとする。 

 

【建築基準法施行規則の一部改正】 

 ○平成２１年５月２７日以後に、士法第２０条の２の適用を受ける建築物の構造設計を行っ

た場合について、当該構造設計に係る建築物の確認申請時の添付書類として、構造設計一

級建築士証の写しを追加する。 

 ○平成２１年５月２７日以後に、士法第２０条の３の適用を受ける建築物の設備設計を行っ

た場合について、当該設備設計に係る建築物の確認申請時の添付書類として、設備設計一

級建築士証の写しを追加する。 

 ○その他所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール（予定） 

 

 公布：平成２０年１０月中旬 

 施行：平成２０年１１月２８日（建築士法等の一部を改正する法律の施行日） 


